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第３ 森林の整備及び保全の推進方向

前述の課題を踏まえ、長期的な視点に立ち、全国森林計画に即して、本計画における森林の整備及び

保全の推進方向を次のとおり定める。

１ 持続可能な森林経営の推進

人工林の適切な保育及び間伐を実施するとともに、長伐期施業、複層林施業又は広葉樹林施業な

どにより多様な森林整備を推進して、健全な森林を育成することにより安定的な木材生産ができる

森林の整備を図り、持続可能な森林経営を推進する。

２ 重視すべき機能に応じた多様な整備及び保全

森林の有する諸機能のうち、水源涵養機能を重視する「水源涵養機能維持増進森林」、山地災害防
かん かん

止機能を重視する「山地災害防止・土壌保全機能維持増進森林」、快適な生活環境の形成機能を重視

する「快適環境形成機能維持増進森林」、保健文化機能を重視する「保健文化機能維持増進森林」、木

材等生産機能を重視する「木材等生産機能維持増進森林」に区分し、これらの機能が高度に発揮さ

れるような森林整備を推進するほか、保安林制度の適切な運用、山地災害や森林病害虫等被害の防

止対策、スギ等の花粉発生の抑制対策の推進等により、多様な森林資源の整備及び保全を図る。

なお、「木材等生産機能維持増進森林」では、育成林の適切な施業－とりわけ利用間伐等の間伐施

業の積極的な実施により、資源の育成と効率的な林業生産を推進する。

３ 林業生産基盤の整備

集約化によって、造林、保育、間伐、伐採などの森林施業や森林の保全・管理を効率的に進める

とともに、農山村地域の振興にも資するため、計画的に林道等の路網を整備する。

４ 森林施業の合理化の推進

森林整備を着実に推進するため、森林施業の集約化、高性能林業機械＊の配備及び効率的な作業シ

ステムの普及を図るとともに、積極的に林業従事者の育成・確保を図っていく。

５ 森林の保全・管理の推進

保安林等を適切に配置するなど、県民が安全・安心に暮らせる森林の保全及び管理を進める。

また、レクリエーションや保健・文化・教育の場として利用できる森林の整備を進める。

＊
高性能林業機械 ： 林業機械のうち、作業の効率化及び労働強度の軽減等の性能が著しく高い機械で、プロセッサ、ハーベスタ等

の多工程処理機械の総称
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